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センターの活動状況 

●1 

 

 

 

平成29年度 第2回原環センターセミナーの開催 

 

 第2回原環センターセミナー「放射性廃棄物処分の安全評価の基礎Ⅱ」

を以下のとおり開催しました。このセミナーでは、中堅技術者・研究者

を対象に、基礎的内容から重要な課題を抽出し、より詳細な講義と受講

者と講師との質疑応答を通じて、処分の安全評価の基礎知識を深めてい

ただきました。 

 

開催日時：平成29年10月26日（木）10:30～18:30  

開催場所：京都大学東京オフィス 大会議室A、B 

講師：公益財団法人原子力安全研究協会 技術顧問 杤山 修 氏 

講義：講義1 放射性廃棄物の発生と危険性 

講義2 放射性廃棄物の処分 

講義3 放射性廃棄物処分の安全評価とセーフティケース 

総合討論 

 

平成29年度 第3回原環センターセミナーの開催 

 

 第3回原環センターセミナー「放射性廃棄物処分の安全評価の基礎Ⅲ」

を以下のとおり開催しました。このセミナーでは、安全評価の基礎的知

識を持つ技術者・研究者を対象に、簡単な安全評価解析演習を通じて、

安全評価から見た放射性廃棄物最終処分の全体像をより深く理解してい

ただくことを目標としています。基礎知識講義の後、簡便なプログラム

を用いた解析演習を行い、実践的知識を深めていただきました。 

 

Ⅰ 成果等普及活動の実施状況
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開催日時：平成29年11月9日（木）9:30～17:00 

会場：東海大学高輪キャンパス1号館 第3会議室 

講師：東海大学工学部原子力工学科 教授 大江 俊昭 氏 

講義：課題1 放射性廃棄物処分の安全評価解析の基礎 

課題2 放射性廃棄物処分の安全評価解析の演習 

課題3 原子力発電所事故による汚染廃棄物の評価 

 

平成29年度 原環センター研究発表会の開催 

 

 140名のご来場を頂き、平成29年度原環センター研究発表会を開催しました。髙橋理事長の開会挨拶に引き

続き、当センターから研究発表2件と東京大学大学院工学系研究科 講師 小松崎 俊作氏による特別講演

「放射性廃棄物処分における個人の態度形成と社会的意思決定－社会的側面に関する研究課題－」を行いま

した。 

 

開催日時：平成29年12月15日（金）13：45～16：45 

会場：星陵会館ホール（星陵会館2階） 

プログラム： 

開会挨拶  理事長 髙橋  彰 

研究発表 

(1) セメントとベントナイトの相互作用のナチュラルアナログ調査 

処分材料調査研究プロジェクト プロジェクト・マネジャー 藤井 直樹 

(2) ドイツにおける放射性廃棄物管理の現状 

技術情報調査プロジェクト   プロジェクト・マネジャー 徳島 秀幸 

特別講演 放射性廃棄物処分における個人の態度形成と社会的意思決定－社会的側面に関する研究課題－ 

東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 国際プロジェクト研究室 講師 小松崎 俊作 

 

   

 開会挨拶 研究発表(1) 研究発表(2) 

 髙橋理事長 藤井プロジェクト・マネジャー 徳島プロジェクト・マネジャー 

 

   

小松崎俊作氏による特別講演 

「放射性廃棄物処分における個人の

態度形成と社会的意思決定－社会的

側面に関する研究課題－」 



 

●3 

放射性廃棄物処分における個人の態度形成と社会的意思決定 

－社会的側面に関する研究課題－ 

東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 

国際プロジェクト研究室 講師 小松崎 俊作 

 

1. はじめに 

 私は、この高レベル放射性廃

棄物に限りませんが放射性廃棄

物の処分の社会的側面に関する

研究を2008年ぐらいからほそぼ

そと続けてまいりまして、その

成果について本日は皆さんと少

し情報共有させていただきたい

というふうに思っております。 

 高レベル放射性廃棄物処分というのは単に技術的

な問題ではなく、信頼、公平性それから国家的な政

策課題設定、アジェンダセッティングなどといった

社会的側面を有する政策課題です。 

 この問題、問題と言っていいか分かりませんが、

この政策課題についてはさまざまなステークホルダ

ーが関与していますし、また社会的意思決定、それ

から人々がどういうふうに認知するかで認知による

大きな影響を受ける政策課題です。こういう事業を

進展させるためには技術と制度の整備に加えて、こ

うした社会的側面に関する研究と、それに基づく実

践が必要であるというふうに認識しております。も

ちろん事業を進展させるということが究極的な目標

かというところについていろいろ疑問を呈すること

もあるかもしれませんが、あくまで国民、市民の納

得の下、適切な形で事業を進展させるということを

基本的には研究の方向性として持っております。 

 社会的側面に関わる研究をさらに進めて事業推進

に資する知見を蓄積するためには、社会的側面に関

する研究のグッドプラクティス、いい事例を示すと

共に社会的側面に関わる研究課題にはどういうもの

があるかというその全体像を示す。構造化して体系

化するということが重要であると考えて事例研究か

らスタートしたことが背景にございます。 

 

2. 事例研究の例：高知県東洋町 

2.1 経緯 

 随分古い話に少し戻りますが、高知県東洋町で

2006年から2007年にかけて文献調査への応募を巡っ

て激しい反対運動あるいは町長の辞職といったよう

な事態が起こったことを受けて、2008年から2009年

にかけてこの事例の研究を行いました。この事例の

研究が社会的側面に関する研究を始めたときの最初

の研究対象になりました。この時の研究の成果がい

まだに何らかの意味を持っているのではないかと思

いまして、改めて今回、少し事例研究の例という形

で、もう一度この研究のプロセスについてご紹介し

たいと思います。 

 この時の主眼は現象の把握でした。一体何が起こ

っていたのかということを把握するということと、

そこから問題解決への示唆を得るということを目標

としました。研究目的の１として高知県東洋町にお

ける高レベル放射性廃棄物処分地決定というか、文

献調査への応募に関わる紛争の政治過程を明らかに

し、応募取り下げに至った要因のうち特に支配的で

あったものを抽出する。目的の2として東洋町の事例

に基づいて、公募制度に基づく高レベル放射性廃棄

物処分地決定プロセスに存在する本質的な問題点、

対立の要因を抽出するといった研究を当時実施して

おりました。 

 

2.2 事例研究の方法論 

 こうした社会紛争に関する事例研究というものは

いろんな方法論がございまして、例えば政治学、政

策学、社会学といった分野で、こういうコンセプト

ですね、紛争の記述、分析といったことに関して大

まかに分けると2つのスタンスがあります。 

 1つ目は記述的解釈的スタンスに基づく分析とい

うことで、紛争過程をそのまま、そのダイナミズム

をそのまま記述して因果関係に基づいて紛争の原因

要因を解釈する。あるいは因果的な、論理的な推論

を行うということがあります。2つ目はもう少し客観

性を重視するといっても、社会学的なもので客観性

なんて本来あるのかという議論もあるのですが、定

量的なデータに基づく統計的な分析を行うといった

方法もあります。アンケート調査に基づくデータを

統計的に分析して紛争の要因を抽出する、というこ

ともあって、世界的には海外ではこういった事例研

究がかなり盛んに行われているというふうに感じて

おります。 

 本研究は、最初の事例研究ということもあって、

まず記述的解釈的スタンスを踏襲しようということ

で、高レベル放射性廃棄物処分問題について限られ

た事例から解決策、緩和策を考案し、その実態によ

る影響を推定するために事例の具体的な行為、事象、

意図の因果関係に基づく分析を行うこととしました。 
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2.3 情報収集と整理. 

 情報収集を政治過程とわれわれは呼んでいますが、

紛争の過程を記述し、その中に内在している本質的

な問題というのを抽出するというのが研究の大まか

なプロセスです。情報の収集は新聞各紙や文献、ブ

ログ、当時はツイッターなんてものはなかったので、

そういった資料とインタビュー調査を実施して、そ

のデータに基づいて過程を記述し、因果関係分析と

いう論理的な方法に基づいて問題点を抽出するとい

うことをやりました。 

 インタビュー調査は2008年に実施をして反対派、

推進派というこの書き方自体が果たしていいのかと

問題もありますが、文献調査の応募に対して反対さ

れていた方々、それからそれに対して賛成していた

方々、それとメディアの方にできるだけ広く両方の

立場の方に広くお話を伺うということを重視して、

さまざまな方にお話を伺いました。 

 どういうふうなことが起こったかということは皆

さんご存じのことかと思いますので省かせていただ

きますが、実際に起こった事象を人ごとに、人とか

組織ごとに分けた図ですが年表のような形で一体何

がどういうふうに起こったのかということをこうい

うふうに俯瞰（ふかん）できるような図としてまと

めました（図-1）。これが因果関係分析の基になって

いる図になります。推進派反対派それぞれの方々が

いつ何をやっていたのか、どういうことが起こって

いたのかということを図にしたということです。 

 

 

2.4 政治過程の特徴・支配的要因 

 これを分析した結果何が分かったかというと、応

募取り下げに至った支配的要因として、まず2006年

11月に町外からの働きかけと町内からの反対派の動

きが一致し、自主勉強会を開催したということがあ

った。全国で活動する方が廃棄物1本で、広島型原爆

約30発分の物がある、4万本処分されますとおっしゃ

って、一種レトリックというか比喩的な主張が参加

していた住民の間に広く広まって、非常にこの講演

会は盛り上がって反対を決意することがあって署名

活動に至った。12月には反対請願署名が行われて、

わずか2カ月で全町民の6割が署名する。これによっ

て反対が優勢でかつリコールが可能であるという状

況を形成しました。にもかかわらず、当時の町長は

応募書を秘密裏に提出していたというか、受理はさ

れていませんが提出していたということが1月に発

覚をして、しかもそういった混乱の中、応募を決行

する。その後1月から3月にかけてある1人の町議会議

員がもともと中立の立場を取っていたのですが反対

の立場に変わって、これによって町議会の中も反対

が過半数を占め、結果として東洋町長は辞任して出

直し町長選挙になるということになりました。 

 この問題点の抽出は、対立の要因を因果関係に基

づいて洗い出し、この因果関係の上流にあるものが

本質的な問題点だろうというふうに推定するという

プロセスで分析を行いました。そしてその問題点を

踏まえて、処分事業実施主体が行える方策ですね。

実際に本当に行えるかどうかはともかくとして、実

現可能性が少しでもある方策を公募制度の範囲内に

限定して考えて、それをやってもそれでも解決され

ない問題です。それでも残る問題というのが制度自

体に起因する、公募制度という当時の制度自体に起

因する解決の混乱が問題、つまり本質的な問題であ

るというふうに推定するという方法を取りました。 

 

2.5 因果関係の整理・問題点の抽出 

 先ほどのものから少し概念化して因果関係を整理

したのが図-2になっています。文献調査に住民が反

対をするということを問題として捉えているわけで

はもちろんなく、住民の間に激しい対立が起こって、

しかもそれがその後もかなり尾を引いているという

事実を問題として捉えていたので、激しい対立とい

うのが一番下にあります。その激しい対立というの

がどういうふうに起こったかという因果関係をさか

のぼっていくと、上位のほうにあるものが本質的な

問題で、例えば応募書が提出してあった、秘密裏に

応募書を提出しようとしていたということが露見し

たとか、にもかかわらずその後応募して受理された

こと、町の主催の勉強会、交付金の宣伝などなどが

挙がっています。この中で1つ例を取り上げてどうい

うふうに分析しているかということを少し説明しま

す。 

 このレトリカルな反対主張、広島型原爆約30発分

の放射能を発する廃棄物が4万本処分されますとい

う反対主張がどういうふうに激しい対立に結び付い

たか、もう少し細かく見たものがこちらにあります。 

 町外の反対の方と反対派の住民の方が軌を一にし

て勉強会を行いました。 

 
図-1 因果関係の整理図 
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 その場で、廃棄物1本で原爆約30発分×4万本のも

のが来るんだということを聞いて、危機感を抱き、

地震等の安全性に疑問ということに対しても同意し、

町を売ってはいけないんだという発言に同意をする。

その結果「恐ろしいものが来る、危ない」とか「町

は金のために応募して納得いかない」とか「周りも

応援してくれているんだ」というふうに感じて、こ

れから団結して反対していこうというふうに、個人

の意思決定がこういうふうに推移したということが

推定されます。この背景にもちろんインタビューに

よる裏付けを行っていまして、まずこれから団結し

て反対していこうというようなことを裏付ける証言

というかエビデンスとして、当時の東洋町の事態に

ついてさまざまな情報を発信していたブログで地元

のわしらが立ち上がらなければ情けない、今日を機

にみんなで団結してやっていこうという意見があっ

て会場に拍手喝采が沸き起こりましたというような

ことがそれを示しています。 

 廃棄物1本で原爆約30発分×4万本というものに対

して危機感を持っていたということについては、反

対派の中心におられた町民の方の1人、A氏にインタ

ビューすると「やっぱりそういうのは大きな問題や

から、原爆の約40発」、「40発の4万本やき、反対はし

たけれどもね」とおっしゃっていました。これをさ

らに裏付ける証言としてこの反対派の町民のA氏と

いう方は非常に町の中で信頼を集めている方で、彼

が反対しているんだからというようなことが他の住

民の方にかなり影響を与えていたようです。例えば

推進派の町民の方に話を聞いても誰に話を聞いたん

だと聞くと、Aさんに、というふうに言うと「ああ、

Aやったら一番ええね」と反応がありました。ある

いは反対していた町議会議員の方も、「うちらが信頼

しているのはAさん」という方がいて「あの人らを

うちらは一番尊敬しているのよ」という発言があっ

て、こういうふうな形でインタビューのデータから

いろんな裏付けを取って、町民の方が一体どういう

ふうにレトリカルな反対主張を受けて態度を形成し

ていったのかということを分析したりしていました。 

 

2.6 解決策の考案・シナリオ分析 

 こういった個別の問題に対して、実現可能性はと

もかくとして少なくとも制度上は可能な解決策を仮

想的に導入したときにどういうふうな結果になるか

ということを推測するということをその次に行いま

した。例えばですが、町外反対派の方はこういう廃

棄物1本で原爆約30発×4万本という主張をよくされ

ていますよというようなことを事前に情報提供する

と、もともとの態度形成の中でどこが変化するかと

いうことを論理的に推定するわけです。そうすると

この解決策によってレトリカルな主張による影響を

緩和し、危機感をあおられることを防止できる。あ

るいは町外反対派の主張に無条件で同意するという

ことを防止できる、と仮定することができるように

なります。 

 つまり、このレトリカルな反対主張というものは

ある意味では解決可能なものであって、これは公募

制度という条件の下での文献調査をする自治体を決

めるということにおける本質的な問題とは言えない

となります。 

 

2.7 解決困難な対立要因の抽出 

 何が問題なのか。そうやっていろんな解決策を考

えていって、その中でやっぱりまだ残るという要素

を抽出すると、公募制度なので、自ら応募するとい

うふうになっている限り、結局交付金目当ての応募

であるという批判が伴ってしまって、経済的メリッ

トを主張するということは反論じゃなくて開き直り

だというふうに捉えられるということは避けられな

いということが分析の結果で分かってきました。 

 解決策として交付金ではなく、国の政策を担う誇

りを押し出した理解深耕を狙うだとか、総論として

の意義について仮に理解が得られてもやっぱりなぜ

この町が、自分の町が応募しようとするのかという

ことを結局説明できない。それからこういったこと

がありながらも自ら応募しようとする場合、結局貧

しい田舎が交付金メリットを得るために応募するん

 
図-2 因果関係の整理図 

 

図-3 問題点が対立を引き起こす様子 
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だ、町を売るという批判に行きついてしまうことが

あって、公募制度自体に起因する解決困難な対立要

因というのは、要するに交付金を獲得するというこ

とに自主性が伴うというか、自主的に交付金獲得に

いっているというふうに捉えられるということが本

質的な課題として抽出されました。 

 

2.8 申し入れ方式の考察 

 それを解決するために例えば公募方式というその

当時の所与の条件を外して、申し入れ方式を考える

とどうなるかというと、交付金獲得の自主性という

問題が確かに解消されると。国から言われて仕方な

く受け入れたという反論が可能になり、反対する

方々との議論は国から札束で頬をたたかれることを

認めるか否かということから、国の政策を受け入れ

ることを認めるか否かということに移行するだろう

と。また、高知県で実際に起こっていたことですが、

知事との対立といったことも国から申し入れを行う

場合は、知事の頭越しでの申し入れは考えにくいの

で対立は起こらない可能性が高い。 

 あとは反対運動の対象や性質が変化し、公募方式

では国とNUMOを含む国ですから首長の双方で、特

に首長に対する批判が非常に強くなっていたところ、

申し入れ方式にすると主に国になるということがあ

って、申し入れ方式の導入でただちに問題が解決す

るわけではありませんが、公募申し入れ併用方式へ

の政策変更、実際に行われた政策変更というのは妥

当な方向性ではないかということが考察されました。 

 

2.9 本事例研究の成果 

 このようにして、東洋町の政治過程を分析し支配

的な要因を抽出しました。公募制度という所与の条

件の下で解決策を考案して、それでも論理的に解決

が難しいと思われるものを本質的問題点として指摘

した。これは交付金を獲得するということに自主性

が伴うというものであると。そこから事業の進め方

への示唆として公募方式というのには少なくとも1

つのそういった本質的な問題が付きまとうので、公

募方式から公募申し入れ併用方式に政策変更したと

いうのは妥当であるというふうに考えられるという

ことが1つの示唆でした。事業が対立を招きにくいも

のとして改善されるということに資する知見が得ら

れたのかなというふうに考えています。 

 

3. その他の事例研究の例 

3.1 スイス・ヴェレンベルグ 

 このような事例研究を、幾つかの事例について実

施しました。例えば、1つはスイスの事例。これは中

低レベルの放射性廃棄物処分の事例ですが、州民投

票という一種の直接民主主義的な制度によって、意

思決定をしようとした事例です。紛争過程を調査に

よって明らかにして、同じように分析を行った結果、

結局ヴェレンベルグで計画を断念するに至った要因

は、1つはもともと原子力に対して否定的な態度を持

っている方が多かったということ。それから2番目は

事業主体のNAGRAという組織がありますが、日本で

いうNUMOですね。NAGRAに対する信頼が欠如して

いたと。それから初動戦略が欠如していて、最初に

多数の州民の反対態度を形成してしまって、あるい

は信頼を失ってしまって、その後それを取り戻せな

かったということです。 

 スイスでは州民投票というある種透明なプロセス

を導入し、また処分コンセプトも改善を図って州民

の納得を得ようとしたんですが、結局そういう透明

なプロセスや適切な処分コンセプトというのは州民

の態度を変えるような決定的要因にはならなかった

ということがスイスのヴェレンベルグの事例から分

かりました。 

 

3.2 韓国・慶州 

 その後実施した事例研究は、韓国の慶州（キョン

ジュ）で中低レベル放射性廃棄物処分施設の受け入

れが最終的に決まった事例です。もともと住民の反

対などによって断念が続いていた韓国ですが、2000

年に中低レベル、それから高レベルの両方共の廃棄

物処分施設について公募と申し入れを併用するとい

う日本と似た方式で立地地点を選定しようとしまし

た。この時経済支援として3,000億コリアンウォンの

経済支援を約束していた。ところが2003年扶安（プ

アン）という西海岸ですね。南北の真ん中辺りにあ

るんですが、扶安郡というところで、ここは公募へ

の応募をしたのですが住民から猛反対があり、この

時の扶安郡の首長さんが暴行を受けてけがをすると

か、いろんなことがあって大きな失敗になりました。 

 それを受けて2004年に住民投票法というのが韓国

の中で成立をし、かつ高レベルと中低レベルを分け

ようとしました。それで、2005年に中低レベル放射

性廃棄物処分施設誘致地域支援特別法というものが

成立して、この中には住民投票をして決めることが

明記されていました。4自治体が処分地に立候補し、

全自治体の賛成が6割を超えるというような状態に

なって、住民投票で賛成率が最高だった慶州に処分

施設は立地するということが決まりました。 

 こういうふうな結果が果たして望ましいものであ

ったかということの議論はあるんですが、こういう

結果になった要因として考えられるものは、1つは過

去の失敗ですね。扶安での失敗に基づいて抜本的な

制度改革を図ったと。この時にイ・ヘチャンいう国

務総理がいまして、彼が抜本的な制度改革を推進す

るためにリーダーシップを発揮し、特別チームとし

て、海外にいる非常に優秀な官僚なんかを彼のリー

ダーシップで集めてきて、何をすればいいかを考え
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ることに取り組みました。その上で住民投票法、そ

れから誘致地域支援特別法といった法制化をするこ

とによって、住民が法律になっているんだからこれ

が破られることはあるまいという信頼を獲得し、そ

の上で経済的利益と複数の候補地を同時に住民投票

するというようなことをやった結果、韓国では非常

に大きな誘致合戦、競争になりまして、全自治体で

賛成が6割超という結果になった。もちろん高レベル

放射性廃棄物処分の施設が切り離されたということ

も大きくて、中低レベルだけで、高レベルは来ない

んだという安心感にもつながりました。 

 住民投票という民主的手続きが導入されたという

ことももちろん影響を与えた要因だと考えられます。

ただ、韓国の事例はあまりにも競争をあおって、賛

成に一気に傾いた結果、先ほどの東洋町と全く逆で、

韓国のほうでは賛成のほうに一気にいった結果、数

年たって冷静に考えてみるとあの時ちょっとおかし

かったよねという議論になっているということが観

察されました。 

 

3.3 フランス・ビュール 

 フランスのビュールにおける地下研究所の立地の

政治過程です。フランスでも1990年ごろ住民の反対

が非常に激しくて、首相がリーダーシップを発揮し

て、全ての現地調査活動を停止する、いわゆるモラ

トリアムというものを1年間設けるということを宣

言しました。1年間全て休止している間に、当時野党

の議員であったバタイユという議員が原因調査をす

るということを任命されて、全国行脚して原因調査

を行い、報告書をまとめたということがフランスに

おける大きなターニングポイントになっていること

は広く知られている事実です。彼の報告書に基づい

て1991年の12月に放射性廃棄物管理研究法というの

が制定され、全国で交渉調整を行って候補地を探し

てビュールが研究所立地策として選定されました。 

 複数のサイトを探すということも必要条件に入っ

ていたのですが、もう1つの花崗岩（かこうがん）の

地層を持つサイトを選定しようとしましたがこちら

は失敗しました。2006年に新放射性廃棄物管理法が

制定されて、処分場立地へも始動したということが

ありました。このビュールにおける地下研究所の立

地に影響を与えた重要な要因として、このバタイユ

という議員が原因調査をし、法を成立させ、さまざ

まな地域と交渉し調整をするという、バタイユ議員

という個人に帰属する部分が多かった。その一方で

その前にそもそもバタイユ議員が原因調査をするた

めに、過去の失敗に基づいて抜本的な制度改革を行

おうという国家的な政策課題設定が行われていた。

90年に首相がモラトリアム宣言したというのはまさ

にそういうことです。 

 それから公正な手続きを法制化する。事業主体、

政治家への信頼がフランスでは比較的高く見られた

ということもあります。また、経済的利益はフラン

スでは供与されることになっていますが、その分配

メカニズムが少し違って、例えば立地するところか

らかなり広い範囲が地理的に設定され、その設定さ

れた範囲で住民がこういう事業をやってみたいんだ

けれどもというようなことを自らボトムアップで言

えて、しかもそれが審査されて妥当となればそうい

った住民の事業に対して経済的利益が配分されると

いうような、ある種民主的なメカニズムが実現され

ていることも1つの要因だと。また、科学に対する信

頼とかリスク認知というものが少なくとも我が国と

は少し違う傾向を見せていたということが要因とし

て挙げられました。 

 

4. 住民の態度形成過程モデル 

 このようにさまざまな事例研究を繰り返していく

うちに、何となく住民、受け入れに関するその住民

というか市民はどういうふうな意思決定をしている

のかということが少し見えてきました。それを踏ま

えて仮説的に構成したのが、図-4の住民の態度形成

過程モデルというものです。 

 

 

 住民はこういう放射性廃棄物に限りませんが、何

か事業を受け入れする、受け入れるときにどういう

ふうに意思決定しているかというと、必ずしも時系

列ではありませんが、情動的ステップと合理的ステ

ップという2段階になっているだろうと考えられま

す。情動的ステップというのは、一般的な意味での

感情に関わるという意味ではなくて、社会心理学的

な意味で感情的な側面で、事業受け入れを納得でき

るか否かに関する意思決定です。合理的ステップと

いうのは事業に関わるリスク、コスト等、経済的便

益、トレードオフを冷静に検討する意思決定です。

この情動的ステップで議論してもいいかなとなると、

リスク、コスト、便益を天秤にかけて賛成か反対か

を決めることになります。 

 この情動的ステップで強い反対というか、もう交

渉の余地のない、絶対反対というふうになるパター

ンと、ある意味で合理的な話にいくわけでもなく、

図-4 住民の態度形成過程モデル 
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情動的に賛成にいく―韓国の事例がそうですが―と

いうパターンももちろんあって、この情動的ステッ

プで反対、賛成ともう少し冷静に議論というか情報

を精査してみようという方向にいくという3パター

ンに分かれます。 

 それぞれのステップで影響する要因が違うという

ことが非常に大きな話です。情動的ステップで影響

している要因として過去の経験、信頼、恐怖や怒り、

公平性、民主主義、信条・信念、後ろめたさ、競争

心ということが影響していて、合理的ステップでは

このトレードオフなので、保証とか経済的便益、リ

スク認知、それから必要性の認識ですね。なぜ放射

性廃棄物処分施設を受け入れなければいけないのか

というその必要性の認識といったことが影響要因と

して挙げられました。 

 これがなぜ重要かというと、例えばこれはどの国

でもよく見られる現象ですが、人々があまり望まな

い施設を受け入れてもらうときに、受け入れる代わ

りにじゃあ経済的補償をしましょうということがあ

って、受け入れる人が少ないんだったら経済的補償

を上げましょうというようなことはよくあるわけで

すが、それはここに当たって、その影響要因は合理

的ステップに影響しているものだと考えられます。

一方で人々はもしかしたら情動的ステップにおいて

反対という意思決定をまだしている段階にあるとす

ると、いくら補償を上げますと言っても話がかみ合

っていないわけです。そういう話をしているんじゃ

ない。それは結構いろんな国で実際に見られていた

ことで、この影響要因がそれぞれのステップで違う

ものが影響しているんだということをモデルとして

つくってみました。 

 この影響要因のさらに背景に、環境要因として例

えば国家的な政策課題だとか政治的リーダーシップ

だとか政治構造、地方行政といったものとか科学技

術的知識といったことが入っている。これを先ほど

の事例研究で分析した事例に当てはめてみると、例

えば高知県東洋町、それから韓国で反対が激化した

というか紛争が激化した扶安の事例を見ると、やは

り情動的ステップで急進的反対になっていた。影響

要因として事業主体、政治家への信頼が欠如してい

る。 

 一方で韓国の慶州の事例ではここは非常に情動的

ステップへの影響が大きくて、過去の大きな失敗を

経て、国策としてこの問題を解決しないといけない

という政策課題が国で共有され、そのリーダーシッ

プを発揮した政治家や彼の元につくられた制度への

信頼もあり、住民投票というプロセスを導入したこ

とによって公平性の認知も高まりました。 

 これで1つ大きかったことは、地域間の対立や競争

が結果的にはあおられて、複数の候補地が出ていた

ということがあって、ここが合理的ステップにいく

というよりは感情的な賛成になりました。情動的ス

テップを適切に乗り越えて合理的ステップに至らず

に感情的賛成に走ると、後になって決定に不満や反

対が生じて、結局住民の間での対立ということを避

けられない恐れがあります。とは言いながらもこう

いった事例からは複数候補地が同時に存在すること

やプロセスの公正性が重要であること、それから過

去の大きな失敗をちゃんと活用できるかどうかとか、

政治家によるアジェンダセッティング、地域の問題

共有といったことが影響を及ぼしているということ

も分かりました。 

 東洋町では文献調査に応募すれば最終処分場の建

設まで絶対止まらないという誤解があり、ある意味、

事業主体とか政治家への信頼が欠如していました。

扶安には使用済み核燃料の中間貯蔵、それから中低

レベルの放射性廃棄物の永久設置が予定されていま

した。しかし政府が明確にしなかったため、使用済

み核燃料が永久に設置されるかもしれないという不

信が広がっていた。こういう言説はまさに信頼が欠

如しているということを表している言説になります。 

 一方で、フランスのビュールの事例ではどういう

ことがあったかというと、このように情動的ステッ

プで過去の失敗、政治的リーダーへの信頼など各種

信頼ですね。プロセスの公正性と少なくとも冒頭の

段階では複数候補地が存在していたということでも

って合理的ステップに移行し、そこで補償やリスク

認知、地域の経済問題に対する共通認識があって住

民の間で議論した結果、受け入れるということが決

まりました。 

 例えばそれの証拠として、一度制度として成立し

てしまえば政治家が変わっても適切な制度の下に事

業が進むというふうに制度をかなり信頼している言

説が得られ、あるいはビュールとその周辺の住民は

調査を行った2009年時点で最終処分施設が研究所周

辺に建設される可能性が極めて高いということは理

解していました。もちろん研究所が立地すると決ま

った1990年代からそれを想定していたわけではなく、

処分施設と立地場所は研究所における研究に基づい

て検討されるというふうに考えていたということで、

かなり冷静に事態というか、どういうことが起こり

得るかということを考えた上でも受け入れていると

いうことが推察されました。 

 

5. 定性的事例研究から得た知見と社会調査に基づ

く定量的分析 

 定性的事例研究から得た知見で、人々の態度形成

過程が2段階になっている可能性があるということ

は先ほどお示ししたとおりです。こういった態度形

成の特徴を踏まえた施策が必要であると。特に冷静

な議論を導くためには情動的ステップでの態度形成

に影響を与える要因が重要です。態度形成過程モデ
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ルと情動的ステップに影響を与える要因について検

証をするためには、社会調査を活用した定量的分析

が適用可能であろうと考えて、2010年から2014年を

除いて毎年、2から3月ごろにインターネットを通じ

た社会調査を実施してきました。 

 2011年の3月には震災が起こった11日の数日前の

2011年3月7日、8日に実施した調査があり、そのデー

タは非常に貴重であろうということもありまして、

それ以降の調査では質問の半分程度を毎年固定して

定点観測というような形で実施しています。一定の

サンプルを継続して調査していまして、2011年3月か

ら最新の2017年2月の調査まで継続している人もい

ます。サンプル総数は約1,100から1,500程度ですね。

定性的事例研究で得られたモデルの検証を行いまし

た。震災直前のデータがありますので、福島第一原

子力発電所事故の影響を検証したり、具体的な施策

の有用性を検討するといったことにこの調査を活用

しています。 

 一例として原子力発電所の事故の影響について少

しお話しさせていただきたいと思います。福島の第

一原子力発電所事故の前後では、人々の態度形成モ

デルが変容している可能性があります。具体的に申

し上げますと、もともと処分施設の受け入れ態度と

いうものに対して、震災前は政策もしくは事業を実

施している主体への信頼によってそれが規定されて

いました。信頼がなければ受け入れようと思わない。

原子力発電所のリスクとベネフィットを冷静に評価

して判断するというよりは、こういう周辺の情報に

よって判断するということが行われていたのではな

いでしょうか。震災の後は、原子力発電とか放射性

廃棄物への関心が高まって、原子力発電によってど

ういうリスクとベネフィットがあるのかということ

を冷静に考えて、廃棄物の処分はどうであるべきか

ということを考えるようになっているのではないか

と考えたわけです。 

 結果を見ますと、処分施設を受け入れたくない、

受け入れてもいい、の割合は2011年、震災直前は、

受け入れたくないという方が多くて山がここにある

んですね。ところが、2012年の2月に調査したものだ

と少し態度が緩和していて、絶対受け入れたくない

という人とか、あんまり受け入れたくないですねと

いう方が少し減って、受け入れてもいいという方が

少し増えています。 

 ところが2013年、震災から2年たったときには、受

け入れたくないという態度が急速に増えて、2017年

までこの形のまま続いています。2012年、震災直後

には何らかの態度変容があったということが推定さ

れます。 

 もう少し細かく見ていくと、国の行政に対する信

頼がどう変化していたかというと、震災前は行政へ

の信頼と受け入れ態度に統計的な関連があったんで

すが、震災後その関連が消失し、2016年に再び信頼

の効果が強くなっているということがあって、先ほ

ど少し申し上げましたが、この信頼によって受け入

れ態度が規定されているというモデルを情動的ステ

ップ、そうでないモデルを合理的ステップとすると、

震災の影響によってやはり合理的ステップに入った

んだけれども一定の期間を経て情動的ステップに戻

っているんじゃないかと思うんですね。 

 

 

 

 これらに加えて他の要素に関する変化も総合的に

判断すると、人々の関心がやはり震災から何年かた

つと減少し始めて、また情動的な情報処理に戻って

いるんじゃないかと思います。原子力発電所の事故

という大きなショックがあって、確かに人々は放射

 

図-5 処分施設受け入れ態度の変容 

 

図-6 高レベル放射性廃棄物処分場の受容と国の行政に 
対する信頼の変化 
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性廃棄物の問題を真剣に考えようという態度がもし

かしたら形成されていたのかもしれませんが、そう

いった関心は一定期間で終わってしまって、現在は

またそういうふうな態度ではないということがもし

かしたらあるかもしれないということを示唆してい

る。そういう変化というのはどの程度の期間持続す

るものなのかということも少し関心のある点ではあ

ります。ただいずれにせよ、もう持続していないと

いうことを念頭に置いて施策を考えないといけない。 

 

6. クラスタごとの態度変化 

 さらに、サンプルの特性によって差が生じている

のではないかと思って、サンプルを個別の群、クラ

スタに分けてみました。 

 原子力関連施設が立地しているか、していないか。

それから震災被害があったか、なかったかというこ

とでサンプルの自治体レベルで分けたんです。両方

とも「あり、あり」、片方が「あり」、両方とも「な

し」という人によってどう違うかということを少し

表にしてみました。すると原子力関連施設が立地し

ているありのところは震災前の処分施設受け入れ態

度というのはないところに比べると高いですね。そ

して震災が起こった後に、受け入れてもいいよとい

うふうに態度変化しているのは両方とも増えていて、

原子力関連施設がなくて震災被害だけがあったとこ

ろだけが下がっている。ところが、震災2年後になり

ますと、震災被害のあるA、Cの地域は特にいったん

上がってからの下がり幅が大きくて、それ以外のと

ころよりもそれが大きい。 

 

 

 それから処分施設に事故が発生したときにどれぐ

らいのリスクがあると思いますか、人的被害がどれ

ぐらいですかということを分析したときには、原子

力関連施設がない地域とある地域とで差があります。

特に震災2年後では関連施設がある地域ではリスク

認知が震災前の水準に戻っています。震災直後はみ

んな上がりますが、元の水準に戻っているのに対し

て、施設がない所はあまり変わっていない。むしろ

上がっているということが見られます。 

 このような分析をしていきますと、原子力関連施

設が立地している、または震災経験があるという

方々は、冷静な判断をする可能性が高い。両方ない

と、周辺的な手掛かりに基づいて情動的なステップ

で判断するのではないかというふうに考えていたわ

けですが、この分析の結果からは関連施設が立地し

ているかどうかということの影響のほうが大きく、

震災経験の影響というのはそれに比べると実は小さ

いと分かりました。 

 リスク認知、安全性認知、それから経済的メリッ

トの認知の経時的変化を見ますと、原子力関連施設

が立地している地域では一定期間後に冷静な認知に

戻っています。こういった結果は、原子力関連産業

が立地しているところは、恩恵を享受するというこ

とが習慣になって、原子力関連施設を常に受け入れ

続けるというサイクルが生まれるという、ニューク

リア・オアシス理論と呼んでいるものがあるのです

が、それとも整合している。 

 

 

 また、受け入れ態度の経時的変化と意思決定に影

響する認知的要因の経時的変化というものに齟齬

（そご）があって、つまり大多数を占める、両方な

い、つまり関連施設も震災経験もないグループとい

うのは震災の影響によって情動的反対態度を強固に

している。だけれども、受け入れ態度ですね。ここ

で震災直後は比較的態度が軟化しているということ

があって、それが何で起こったのか。他は何か震災

の影響によってとにかく原子力はなしだという態度

を示している、個別の要因を見るとそうなっている

にもかかわらず、受け入れ態度は少し受け入れても

いいよということになっている。それは仮説として

は、やはり廃棄物の問題を国として解決していかな

いといけないから、いざ来るとなったら受け入れて

もいいよという人が特に震災直後に増えて、それに

本心はともあれ同調する人が増えるという、社会心

理学における沈黙のらせんが起こっている可能性が

あります。本心としてというか、判断基準の要因を

見るとそうは思っていないんだけれども、少なくと

も受け入れ態度という究極的な選択を見せると、ま

あ受け入れてもいいですよというようになっている

んじゃないかと考えられます。 

 

7. これまでの研究のまとめ 

 このような研究を過去に実施していまして、事例

研究で政治紛争過程の記述や要因分析し、その中に、

日本、スイス、フランス、韓国、イギリスの例を分

析して、また社会調査を行って、定性的な事例研究

で得られた仮説が正しいかどうかということを分析

をするといったことも行いました。また成果として

表-1 クラスタごとの変化：処分施設受け入れ態度 

表-2 クラスタごとの変化：事故時のリスク認知 
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態度形成過程、情動的ステップと合理的ステップと

いう二段階で態度を形成しているという態度形成過

程に関するモデルを構築し、その中で放射性廃棄物

処分問題に共通する重要な要因として意思決定の公

正性とか政治的リーダー、国家的アジェンダセッテ

ィング、それから各種主体への信頼ですね。補償と、

原子力関連施設が既存、立地しているか否かのこと

が影響していそうだということが分かってまいりま

した。 

 

8. 放射性廃棄物処分の社会的側面に関わる研究課

題 

8.1 研究課題の抽出 

 このような研究以外にも、放射性廃棄物処分の社

会的側面に関わる研究というのはさまざまあり得る。

例えば意思決定に関して住民投票、誰がステークホ

ルダー、関係者なのかとか、合意形成はどうやるの

かとか、そのための場の形成はどうやるのかとかで

す。こういった社会的側面に関する研究の全体像を

分析するためにもう随分前になりますが、行政学だ

とか公共政策、エネルギー政策、工学、土木工学、

それから都市計画、町づくり、社会心理学等の専門

家の方々に集まっていただいて1年間程度議論をし

てこの社会的側面に関する研究を俯瞰（ふかん）す

るということをトライしました。 

 その結果、表-3は一部ですが、こういうような形

で大きな論点として何があって、その中に対象領域

としてどういうことがあって、これをもっと具体的

な研究課題にブレークダウンするとどうなるかとい

うものを表にまとめました。これをさらに先ほどの

態度形成の観点で情動的なステップに関わる話なの

か、こちらの合理的なステップに関わる話なのかと

いうことと、制度に関わる話なのか、実際に実施で

具体的にどうやるのかという話なのかということに

よってマッピングしたのがこの図-7です。制度に関

わる合理的話、制度に関わる情動的なステップに関

わる話、実施面で合理的、情動的という4象限できま

す。 

 

8.2 受け入れに対しての住民からの納得を得るため

の制度面での研究課題 

 受け入れに対しての住民からの納得を得るための

制度面での研究課題には、事業運営制度、意思決定、

選定制度、公共哲学、基本、後ろめたさ、政策課題

決定制度、原子力に対する意識というものがあって、

調査もしくは立地の受け入れに対して住民が納得す

るためには国家的アジェンダとしての認識、問題意

識の共有、複数候補地間の競争、居住地域に抱く劣

等感、優越感、手続きの公正性、正義性、事業主体、

国家、政府、政治家、手続きなどへの信頼といった

要因が満足される必要があります。これらの要因は

国家もしくは地方政府レベルで立案制定される法制

度によって操作され得るもので、例えばその原子力

の意識という研究課題においては過去の原子力発電

所立地事例と比較して、住民の受け入れ納得態度を

形成した要因、本当に納得しているかというところ

の分析はもちろん必要ですが、ある種の納得態度を

形成した要因の共通点、相違点を明らかにするとか、

あるいはその公共哲学、規範というような領域にお

いては政治哲学的な観点から、正義性や手続きの公

正性などといった規範を定義することによって住民

がこれらの要因について満足するための一般的な必

要条件を示すとか、こういった研究課題があり得る

だろうと考えます。 

 

 

 

8.3 受け入れ交渉に関わる制度面での研究課題 

 受け入れ交渉に関わる制度面での研究課題という

ことで、安全規制、地方自治、自治体関係、交付金、

経済的便宜、リスクという課題で、この中にあるも

のとして、具体的なものだけ申し上げますと、リス

クではリスク認知に影響を与える要因の抽出と諸要

表-3 放射性廃棄物処分の社会的側面に関わる 
研究課題例 

図-7 論点のマッピング 
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因の影響度が定量的に示されればその結果を用いて

経済的便益の質、量によってどの程度リスク認知が

低減するかという、リスクとベネフィットの天秤を

どういうふうに傾けるかということに関する定量的

研究があり得るだろうとか。あるいはその交付金、

経済的便益という意味では、交付金の分配方法、先

ほどフランスで少し違う方法があるとお話し申し上

げましたが、そういった分配方法や地域経営手法で

すね。その交付金を使ってどういうふうに町づくり

をしていくのかということに関する手法も組み合わ

せた経済的便益のパッケージに関する研究。それか

ら地方自治や自治体関係というのは当然、現行の選

挙制度等のメタ制度があるとか、応募自治体の制度

的制約、自治体内の意思決定制度が交渉にどういう

影響を与えているかということも分析できる。 

 

8.4 受け入れに対しての住民からの納得を得るため

の実施面での研究課題 

 さらに受け入れに対して住民から納得を得るため

の実施レベルでの研究課題として、公正感、フレー

ミング、信頼、市民運動、感情、社会的側面に関わ

る研究ジレンマ、サイエンスコミュニケーション、

合意形成というものがあって、信頼で申し上げます

と、高レベル放射性廃棄物処分事業実施プロセスに

対する信頼に、プロセスに対する信頼について、社

会的公正感や手続き的公正、それらの影響因子の影

響を明らかにするということで有効な制度実施手続

きを検討するだとか、フレーミングも、この高レベ

ル放射性廃棄物処分って一体どういう問題であるの

かと。例えば先ほど、国の経済発展に寄与してきた

ことに対して、その国の施策に貢献するために応募

するんだといったようなフレーミングにするとか、

あるいはそれによって発展してきた地域は処分施設

を受け入れてくれるということについてどの程度感

謝しているのかということを感じられるように便益

を設計するなんてことは一種のフレーミングの戦略

に関わる話です。 

 

8.5 受け入れ交渉を実施する手続き・方法・ステー

クホルダーに関する研究課題 

 最後に受け入れ交渉を実施する手続き、方法、ス

テークホルダーに関する研究課題として社会的ジレ

ンマ、サイエンスコミュニケーション、合意形成と

いうものがあって、例えばサイエンスコミュニケー

ションでいうと、情報の非対称性が住民の意思決定

に及ぼす影響、それからマスメディア、第三者、専

門家などによるコミュニケーションの役割と効果を

分析するといったことが研究課題としてあります。 

 

9. 結語 

 最後に、社会的側面に関する研究の発展へという

ことで、やっぱり学際的な協働を実践するというこ

とが私どもの考えている中で非常に重要なことであ

ろうと思います。地層処分に関わる論点整理もさま

ざまな分野の専門家を集めて議論したと申し上げま

したが、地層処分というのは一体どういうふうな政

策的課題であるのか、何が一体問題であるのかとい

う共通認識を醸成するといったこと、それから第三

者機関というものが真に存在するかという問題もも

ちろんありますが、第三者機関へ参加するといった

側面でこういう学際的行動を求められることって非

常に多い。例えば補償を用いたまちづくり計画立案

というのは、原子力工学の専門家だけでできるかと

いったらそんなことはないわけです。東日本大震災

を経て失われた専門家や国への信頼を回復するため

にも、地層処分事業における学際的協働が極めて重

要で、それが一つの信頼の源泉になるだろうと思い

ます。こうした学際的協働を実践していくためには、

これまで関与できなかった専門家が協働できる場と

か、彼ら彼女らにとってのインセンティブを創造す

ることが必要で、例えば研究、われわれは研究者で

すので非常に重要なことは研究になるかどうかとい

うことです。それから学会における諸活動。あるい

は公衆討議、日本学術会議だとか第三者機関。それ

から政治的領域。これらを広げていくためにはやは

り冒頭に申し上げたとおりで、社会的側面に関する

研究のグッドプラクティスを示し続けていくという

ことが、インセンティブをつくるために非常に重要

で、関連機関がインハウスで社会的側面に関する研

究を推進していくということも中長期的には重要で

はないかと考えています。 

（本稿は、平成29年12月15日に開催された平成29度

原環センター研究発表会における特別講演の内容を

再現し作成したものです。） 
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